
65 歳以上又は 60 ～ 64 歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能若しくはHIVにより
免疫機能に日常生活を極度に制限される程度の障害のある方

京都市高齢者インフルエンザ予防接種コールセンター TEL ０７５－７４８－１４０４

　高齢者インフルエンザ予防接種は、一定の所得を下回る方について自己負担額を軽減しておりましたが、これ
には、事前に自己負担区分証明書を郵送で申請していただく必要があることから、接種を受けるまでの間に、
証明書の申請という手間に加え、証明書が届くのをお待ちいただく時間が生じるという状況にありました。
　今後、高齢化がますます進展し、予防接種に係る経費の増加が見込まれる中、将来にわたって制度が継続でき
るよう、また、事前申請の手間を省き、迅速に接種していただけるよう、所得にかかわらず一律 1,500 円とする
ことで、自己負担区分証明書の申請を不要（生活保護等受給者を除く）としますので、お知らせします。         
　なお、高齢者インフルエンザ予防接種は、1人当たり 5,000 円程度の経費を要しており、そのうちの 1,500 円   
（３割）を皆様に御負担いただき、残りの 3,500 円（７割）については、引き続き公費で負担します。　　　　

高齢者インフルエンザ予防接種の
自己負担額と手続が変わります
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